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必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

消防法施行
令

第二十九条の四第一
項 同

項

（用語の意義）

第十八条第一項第一号

（消防法施行規
則

（規則第十八条第四項第十
号

第一条

第二条

http://www.nbs119.co.jp/
http://www.nbs119.co.jp/


2

http://www.nbs119.co.jp/

西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd 弊社top pageへ

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

（規則第十三条の二第一項

ンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令
閉鎖型スプリ

第二条第一
号 令第三十七条第十一号

流水検知装置の技術上の規格を定める省令

（単純型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

規則第十三条の二第四項第一

令第十三 第十五第三
条

第四
条

同条第一号の

（泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備）
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備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令

規則第二十三条第四項

規則第十二条第一項第三号の

規則第十二条第一項第六

規則第十八条第四項第十二

規則第十八条第四項第十四

規則第十八条第四項第九号

火災報知設
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規則第十二条第一項第八

規則第十二条第一項第九

規則第十四条第第

号の

（感知継手開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

第五
条
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令第十五条第一
号

規則第十八条第一
項

（感知継手泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

（一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準）

第六
条

第七
条
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（一斉開放弁泡ヘッド併用型平面式泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基
準）

令第十五条第一 規則第十八条第一

第八
条

第九
条

第十
条
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